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岩手県立大学社会福祉学部紀要　投稿規程
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研究推進委員会

１　総　則
⑴　本誌は「岩手県立大学社会福祉学部紀要」と称する。
⑵　本誌は原則として毎年度１回刊行することとし、３月末を刊行時期とする。
⑶　本誌に投稿資格のある者は、本学部あるいは本学大学院社会福祉学研究科に所属し本学より基盤研究費の交付

を受けている者及びそれらの者との共同研究者とする。
　　ただし、本学部に所属する者が出版した著書の「書評」の投稿者については所属を問わないものとする。なお、

書評に掲載できる著書は、本学部の教員の単著または本学部の教員が主に執筆した出版物に限り、事前に編集委
員会の承認を得ることとする。

⑷　投稿原稿は未公刊のものに限る。
⑸　原則として原稿の第１著者が投稿者となり、投稿できる原稿数は、１号につき１人１編とする。投稿者は第１

著者としての投稿原稿以外に、第１著者となっていない原稿を投稿することができる。
⑹　投稿原稿は記述内容については完成しているものとみなし、その内容上の責任と権利は全て投稿者およびその

原稿の著者にある。
⑺　投稿原稿の言語は、日本語または英語とする。
⑻　投稿原稿の書式、分量、構成については、「原稿作成要領」で別に定める。
⑼　投稿原稿の採否については、別途定める紀要編集委員会が査読結果を基に決定する。
⑽　校正は初校及び再校を投稿者が行ない、それ以降は紀要編集委員会において行なう。なお、校正は誤植に限る

ものとし、原稿にない加除及び訂正は認めない。
⑾　投稿者用の別刷は１編につき 50 部を上限とし、それ以上は投稿者の実費負担とする。
⑿　本誌の編集・発行に関して生じる必要事項については、紀要編集委員会において決定する。
⒀　本誌掲載論文等の著作権は岩手県立大学社会福祉学部に帰属する。なお、著者自身が自分の論文を利用するこ

とは差し支えない。ただし事前に研究推進委員会に申し出ることとする。
⒁　本誌掲載論文等はすべて国立情報学研究所提供データベースに書誌情報が登録されることを前提とし、本文の

電子化・公開については、著者が許諾の可否を文書により研究推進委員会に提出するものとする。
２　投稿原稿の種類

　　投稿原稿には、次の区分を設ける。いずれの場合も未公刊であることを原則とする。なお、（1）を査読の対象
とする。査読の結果によっては区分の変更を求めることもある。（2）については、形式ならびに表現、用語等を
整えるために、紀要編集委員会による協議を経て採否を決定する。

⑴　研究論文
　　理論的研究や実証的研究、社会問題や政策などに関する論考などで、「新たな知見」や独創性が見られるもの。

特定分野、領域の理論的展望や研究状況の展望を内容とする総説を含む。
⑵　その他
　　ケース報告、実践報告、調査報告、書評、資料紹介など、紀要編集委員会が該当する区分を設ける。

３　投稿原稿の受付
⑴　投稿の申し込み・原稿提出の締切日は、紀要編集委員会が適宜定めて公表する。
⑵　投稿原稿は、別に定める「投稿票」を添付して紀要編集委員会に提出するものとする。投稿原稿多数の場合に

は、受稿した日付を考慮して紀要編集委員会が掲載方法等を決定する。なお、紀要の編集作業を迅速化するため
に、形式に沿わない原稿は返却することがある。
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　平成 12 年 4 月に施行された成年後見制度は、高齢
社会への対応及び知的障害者・精神障害者等の福祉
の充実を実現するため、自己決定の尊重、残存能力
の活用、ノーマライゼーション等の新しい理念と従来
の本人保護の理念との調和を旨として、権利擁護の観
点から民法に規定されたものである。判断能力の低下
した人たちの権利を擁護することは、一人ひとりの生
活に注目し、その人らしく生きていくために必要なこと
を実現していく過程である。これはソーシャルワーク
の理念であり、実践課題である。本研究では、岩手
県中山間地域における C 権利擁護支援センターの事
例分析から社会福祉士の実践と課題を明らかにしてい
くことを目的とした。第一章では、権利擁護としての
成年後見制度について先行研究等の文献調査を行い、
その知見や課題を整理した。第二章では、岩手県中
山間地域にある A 地域を対象に地域における成年後
見制度運用の実態を明らかにし、現状と課題をまとめ、
権利擁護支援として社会福祉士の活動が求められる
ことが明らかになったが、A 地域での活動は、十分で
あるとは言えず、権利擁護に係る総合的な相談支援体
制の構築が求められていることが分かった。若者が流
出し、高齢者や障害者等の生活弱者が抱える生活課
題は表面化しづらい。中山間地域の中でも限界集落
を抱える地域との課題の格差があることが相談事例
分析から明らかになった。第三章において、相談事例
88 件の事例分析から権利擁護支援ニーズ（要素）を
明らかにし、第四章で、特徴的な 2 事例についてケース・
スタディすることで、A 地域の社会福祉士の役割と課
題を明らかにした。人口減少が急激に進む中山間地
域ゆえの課題があり、支援を必要としている人の中に
は、「地域住民同士の相互の関係が希薄」になったが
ゆえに問題を抱える人が多い。社会福祉士は、個別
の支援と共に地域にある他分野との連携を含めた、コ
ミュニティを意識した社会福祉実践の側面をもつ、よ
り多面的な役割が必要であることが理解できた。

　本研究では、中学校において、教師による支援や
配慮が必要でありながらも、対応の緊急度が低いため
に対応が遅れがちになってしまう「クラス内で孤立して
いる生徒」への支援・配慮と、その判断に影響すると
考えられる要因を明らかにしようとするものである。中
学校の元・現役教師 7 名から、生徒 10 名の事例を
聞き取り、KJ 法により分析し、クラス内で孤立してい
る生徒やその周囲の状況等に関する語りとその生徒に
行った対応の語りを「対象生徒の見立て」、「周囲の生
徒の見立て」、「生徒同士の関係性」( 対象生徒と周囲
の生徒の関係性 [ 拒否‐拒否 ][ 無関心‐無関心 ][ 関
わり希求‐拒否 ][ 無関心‐関わり希求 ])、「教師の支
援指針」([生徒同士での解決型][居場所作り型][コミュ
ニケーション能力育成型 ])、「支援方法」（[ 個別‐集
団的支援 ][ 明示‐非明示的支援 ] の 2 軸の組み合わ
せによる 4 パターン）の 5 つに整理し、分析を行った
分析 1 では、「生徒同士の関係性の見立て」と「支援
方法」の [ 明示−非明示的支援 ] の関連を検討した。
生徒同士が互いに関係を拒む [ 拒否−拒否 ] の場合、
対象生徒の補助といった明示的支援と周囲の生徒の
価値観の育成といった非明示的支援が用いられてい
た。また、生徒同士が互いに関わりを持とうとしない[無
関心−無関心 ] の場合には、授業での席移動といった
非明示的支援が用いられていた。分析 2 では、「教師
の支援指針」と教師の「支援方法」の関連について
検討した。全てのケースにおいて班体制での授業のよ
うな [ 集団的支援 ] が用いられていた。孤立を解消す
るためには対象生徒と周囲の生徒がつながることが重
要となるために、[ 集団的支援 ] を用いていたことが考
えられる。また、生徒が活躍できる場を設定する「居
場所作り型」では役割付与といった [ 非明示的支援 ]
が行われていた。
　本研究を通して、クラス内で孤立している生徒への
支援として、教師は、自身の支援指針にもとづきなが
らも、対象生徒の他生徒との関係構築の意志や周囲
の生徒の意志や反応を推し量りながら、具体的な支援
方法を選択、判断していることが明らかとなった。
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